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はじめに

  「ベルリンの壁の崩壊」によって、世界のパラダイムは大きく変化した。
  世界の大半の国において、資本の論理、市場原理、利潤が、経済活動の動機付け
となった。冷戦の時代には、西側諸国においてすら、政治的な対ソ、対中封じ込め
が市場経済のルールを超えることがあった。米、欧、日本を含む東南アジアに加え
て、旧ソ連、東欧諸国と中国などが市場原理の国に加わった。さらにインターネッ
トなどＩＴの進展が一層世界市場の統合を促し、スピードを早める。
  具体的な影響として二つのことを指摘することができる。第一には、世界のマ
ネーはリスクという概念を伴いながら、「水が高いところから低きに流れる」ように、
１ベーシスでも高い所に移動するようになった。ＲＯＥ経営に代表されるものであ
る。間接金融に依存し、長期的な安定性と発展を指向してきた我が国企業に、極め
て大きな影響を与えた。収益を上げることができない企業には、世界のマネーは
回ってこない。そのため、格付、株価等のみならず、雇用形態や賃金体系、さらに
は企業年金など、我が国の企業文化そのものが変革を迫られている。
  第二には、中国、東欧などの労働力の参入である。これらの多くの国は、ある程
度工業の基礎があり、かつ労働力が安い。製造業においては、これら諸国の企業が、
単独であるか合弁であるかは別として、軽工業、そして素材産業の一部、さらには
加工組立産業の一部に現実に参入し、成長している。第一の要因と併せ考えるなら
ば、一本道ではないにせよ、その勢いは基本的には止まるまい。
  このような認識の下で、我々は如何なるビジョンを持つべきか。そして、人、モ
ノ、金という資源を、如何なる分野に投入すべきか。日本経済の発展の源をどう考
えるべきか。我が国産業の付加価値をいづこに求めるべきか。そして、それに応じ
た社会経済システムは如何にあるべきか。このような問題意識がこのフォーラムの
原点である。
  脱工業化、サービス経済化という言葉が語られて３０年以上が経過し、ＷＴＯで
もサービス協定が成立した。産業の実態を直視すると、「製造業」と認識されている
企業の中にも、卸機能や情報などサービスのウェイトが過半を超えているものも見
受けられるし、サービス産業そのもののプレゼンスも数字の上では、着実に高まっ
て来ている。これらの変化を背景にすれば、競争力を有し、付加価値を取れる製造
業と雇用・生産などの面で約三分の二を占めるサービス産業が、バランスを保ちな
がら、車の両輪となって日本経済の牽引役となってゆくと考えるのが常識的であろ
う。しかし、それにしても、いまだに雇用、教育など全ての面で「製造業中心」過
ぎないかという点が、我々の共通の思いである。従って、この報告書が世に訴えた
いことは、

  第１．サービス産業を我が国経済を担う重要な産業と位置づけるための意識改革
．．．．

  第２．規制改革
．．．．
とサービスの担い手としての人材の育成

．．．．．

が主要なポイントである。詰め切れなかった主な事項として、サービス産業の経営
が典型的な製造業とどのような差異があるかという経営論、あるいはプロセスマネ
ジメント論などがあるが、今後の課題としたい。国際競争力という視点で我が国の
サービス産業を見ると、極めて重要な要素であろう。
  この報告書は出発点である。時間的な制約もあり、積み残しの議論も多くあるこ
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とは承知しているが、今回、このフォーラムに集った人々は、自らの経営の問題と
して、また、日本経済のために、サービス産業の健全な発展に貢献する強い意思を
持っている。引き続きこのフォーラムを核として大きな問題提起を行っていきたい。

                                                          代表    飯田  亮
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第一章　サービス経済化の現状

第一節　サービス経済化の進展

（１）サービス産業比率の増大

　先進諸国の産業構造では、付加価値、雇用のいずれにおいても、製造業の比率が
低下し、サービス産業の比率が上昇する、いわゆる「サービス経済化」が進展して
いる。（図１－１、図１－２）我が国もサービス経済化の例外ではない。
　「サービス産業」は、第一次産業と第二次産業以外の「広義のサービス業」とし
て第三次産業全体を指す場合と、第三次産業のうち小売業等に属さず「サービス
業」として分類される医療や専門サービス業等の「狭義のサービス業」を指す場合
がある。我が国においては、第三次産業（「広義のサービス業」）比率も「狭義の
サービス業」比率も増加しており、２０００年において、第三次産業比率は国内総
生産構成比で６４．３％、就業者構成比で６４．７％、「狭義のサービス業」比率は
国内総生産構成比で１６．４％、就業者構成比で２８．８％となっている。狭義の
サービス業の就業者構成比は既に製造業の１８．７％を上回っている。（図１－３）
９０年代に特に生産額、就業者数、事業所数が増加したのは、保健衛生、医療、社
会保険・社会福祉等の分野である。（図１－４）
　しかしながら、我が国のサービス産業比率は欧米先進諸国と比較すると、まだ低
い。（図１－５）特に米国においては、１９９０年代に広義のサービス産業の雇用が
約 1,500 万人増加したのに対し、我が国においては、その約４分の１の約 410 万人
増加したに止まっている。（図１－６）

（２）製造業の「サービス産業化」

　先進国のサービス経済化は、経済全体の中でのサービス産業比率の上昇のみなら
ず、伝統的に製造業に分類されている企業の付加価値の源泉の変化ももたらしてい
る。例えば、パソコン業界では、組立・加工より試作開発、販売、アフターサービ
スといった部門の方が高い収益が得られる「スマイル・カーブ」と呼ばれる現象が
生じている。（図１－７）こうした中、統計上では製造業に分類される企業も経営資
源の重点を開発、販売、ソリューション事業等に移しつつあり、いわば製造業の
「サービス産業化」とも言える製造業におけるサービス部門の拡大が起きていると
考えられる。中には国内にまったく組立・加工部門を持たないファブレス企業も増
加している。（図１－８）また、製造業の購入財に占めるサービスの割合も増加して
いる。（図１－９）

第二節　サービス経済化の要因

（１）基礎的ニーズの充足と新たなサービスニーズの高まり

　先進諸国において、サービス経済化が進展するもっとも基本的な理由は、所得水
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準の上昇に伴う消費需要の質の変化である。
　先進国では既に生活必需品のみならず家電製品、パソコン、自動車など基礎的な
工業製品は一通り普及し、社会資本整備も相当進んでいる。これにより、物質的な
欲求は一応充足され、より個別、多様なニーズを満たすためのサービスへの欲求が
高まっている。（図１－１０）
　また、消費において、価格以外の要因を重視する消費者が増加しており、「多少値
段が高くてもアフターサービスが充実している方がよい」と考える消費者が増えて
いる。（図１－１１）
　さらに、我が国は、高齢化の進展など人口構成の変化、女性の労働力率の向上な
ど、大きな社会変化に直面しており、医療、健康、育児、家事などの新たなニーズ
が創出されつつある。（図１－１２）加えて、自由時間の充実や治安・犯罪、環境に
対する不安の解消などのニーズが拡大している。
　この結果、所得弾力性を見ても、製品消費よりもサービス消費の弾力性の方が大
きく、所得が増加すれば、スポーツ関連、教育関連、旅行関連などのサービス消費
の比率が上昇する関係が観測される。（図１－１３）

（２）国際分業の進展

　ＩＴ、輸送技術の飛躍的な進歩、貿易投資の自由化の進展による経済のグローバ
ル化により、情報、資金、物、人、技術は、従来とは比較にならない速度で世界を
移動するようになり、企業や工場は世界中の中で最適な地点に立地するようになっ
た。
　さらに冷戦終結後、従来の NIES に加え、中国をはじめとする社会主義経済体制
を採用していた国が本格的に世界市場に参入し、工業力をつけてきたため、単純労
働力に依存する製造業の生産ラインの海外移転が進展している。新たな工業製品も
安価な輸入品の増加等により、常にコモディティ化（均一化）し、付加価値は急速
に低下する傾向がある。この傾向は、今後も長期的に続いていくものと考えられる。
　生産プロセスによって、付加価値を生み出すことが困難になる中で、先進国は容
易に模倣することができない知識、情報によって差別化を図ることが不可欠になっ
ている。
　特に、消費者との接点においては、サービスをカスタマイズ（個別化）すること
で常に新たな付加価値を生み出すことが可能であり、今や消費の段階で新しい価値
が創造される時代になっている。そこで、洗練された消費者情報を迅速に入手でき
る大消費地である先進国においてサービス産業が成長していくという国際分業が進
んでおり、消費者ニーズに直接対応するサービスは付加価値を生み出す最大の源泉
となっている。
　そのため、製造業の中でも、企画、設計、デザイン、ロジスティック、マーケ
ティング、金融、リスク管理などのサービス部門が重要性を増しており、製造業の
これらの機能を支援する質の高いサービス産業へのニーズも高まっている。
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（３）ＩＴ活用によるサービス産業の高度化

　サービスは主として人を介して提供されるということから、人が物理的に対応す
ることができる範囲内でしか行えなかった。しかし、ＩＴを活用することにより物
理的な距離を克服することが可能となり、膨大な人数を対象としたサービスの提供、
事業の効率化、新たなビジネスモデルの創造が可能となるなど飛躍的に発展をして
きている。例えば、警備業では、ＩＴを活用することにより、警備員を効果的に配
置するビジネスが生まれた。また、教育では、遠隔教育が受けられるようになって
きた。

　以上の環境変化により、かつてのように「安くて良い物を作れば売れる」時代で
はなくなり、安価・良質な製品であっても消費者のニーズに適応しなければ商品と
して売れない時代になってきている。このため、多様化する消費者ニーズへの対応
を進める消費者向けサービス業や製造業の中のサービス部門、事業支援サービス業
の比率が高まるのは必然である。

第二章　サービス経済化の中での経済発展の在り方

第一節 　新しい経済発展パターンの構築の必要性

（１）輸出主導での高度経済成長

　我が国の経済は、戦後の焼け野原から、短期間で効率的に経済成長を成し遂げた。
　労働集約的な軽工業を輸出産業として外貨を獲得し、資本蓄積を進め、経済が成
長するに応じ、産業構造の中心を資本集約的な重化学工業、加工組立工業に変化さ
せてきた。こうして我が国の製造業は比較的早くから国際的競争にさらされ、優れ
た人材を吸収し、生産性を高め、競争力を獲得するに至った。
　工場設備の固定費用が大きい装置産業では、規模が大きくなるほど単位当たりの
コストが小さくなるので、輸出産業が規模を拡大し、国際競争力を獲得しやすいよ
うに金融、教育、公共投資、雇用等、多くの社会経済システムが規格大量生産に適
したものとして確立された。二度のオイルショックを克服し、1989～1993 年には我
が国経済は IMDの国際競争力総合評価で一位となり、最高の競争力を持つに至った。
「ジャパン・アズ・ナンバーワン」が注目されるなど、「日本型経営システム」に代
表される我が国の社会経済システムは賞賛、憧憬の対象となった。

（２）内需主導型経済への転換に向けた取り組み

　輸出主導の経済成長が実現した裏で、巨額の貿易黒字を背景に先進各国との貿易
摩擦が生じたことから、我が国は、「生活大国」をめざし、内需主導型の経済に転換
を図ったが、従来の規格大量生産型の社会経済システムが抜本的に変革されること
はなく、1990年代には、バブルが崩壊し、経済は長期停滞に入った。
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　政府も、景気の底割れを防ぐために、景気対策として公共事業を行い、需要不足
を補い、社会的インフラの整備を進めたが、それだけでは持続的な成長への道筋を
十分につけることはできなかった。今や我が国の公債発行残高はＧＤＰ比で約
140％の規模にまで膨れ上がり、公共事業による需要追加も難しくなりつつある。

（３）新たな経済発展パターンの構築の必要性

　21 世紀に入り、今やバブル崩壊から 10 年以上経ているが、今だに新たな成長に
向けた展望が十分に開かれたとは言い難い。現在、デフレの克服が喫緊の課題と
なっており、マクロ経済安定のための取り組みが進められている。しかし、世界的
に工業製品の設備過剰感、供給過剰感が高まる中で、途上国と同じような低付加価
値品の大量生産を続けてもデフレ経済から脱却することは困難である。
　新たな展望を切り開くためには、製造業のみを中心に経済発展を進めていけばよ
い時代は終焉し、サービス産業分野に新しい需要が創り出される可能性が大きい時
代になったという情勢の変化を認識し、創意工夫や知恵が価値を生み出すサービス
経済化の中での新たな経済発展のパターンを作り上げることが不可欠になっている。

第二節 　サービス経済化の中での経済発展

（１）サービス経済化は経済成長を低下させるという誤解

　サービス産業はローテクで労働集約的であるという印象が強いため、サービス経
済化が進展すると、経済成長が低下するとの議論がある。また、サービス経済化は
製造業が海外に移転する結果、低付加価値のサービス分野が拡大する「懸念すべき
産業空洞化」だという議論もある。
　しかし、製造業が「サービス産業化」する一方で、サービス産業においても IT、
サービステクノロジー、設備の果たす役割が大きくなり、従来のサービス産業のイ
メージでは捉えきれなくなってきている。今日においては、従来の枠組みにおける
サービス産業と製造業の固有の特性に基づく二元的な区分を維持する理由は乏しく、
サービス産業だからローテクで労働集約的とは言えなくなっている。
　また、「産業空洞化」の議論は我が国に限らず、サービス経済化が進展する先進国
においては共通して生じてきた議論である。米国においても、「産業空洞化」の議論
は早くも 1960 年代に生じ、1980 年代前半に貿易赤字が急拡大したのを受けて、多
くの通商摩擦につながった。しかしながら、1980 年代後半頃から議論の中心は「産
業空洞化論」から「国内経済システムの変革」に変化し、企業の柔軟な組織再編を
後押ししたり、イノベーションを促進するための制度改革が重視されるようになっ
た。
　結果として、米国においては９０年代を通じ、サービス経済化が進展する一方で、
経済は好調を維持し、「産業空洞化」の議論を克服していった。
　イギリスやドイツでも同様に「産業空洞化」に対し、「知識主導型経済」を実現す
るためのイノベーションの推進や労働市場改革の取り組みによって、経済成長を可
能としてきた。



9

　以上のように、経済成長を低下させずにサービス経済化を進めることは可能であ
る。
　さらに、付加価値の源泉が物から知識、情報に移るに従い、製造業の競争力の要
素として、産業を支援するサービスの質とコストの重要性が高まっており、製造業
が高コストで低付加価値のサービスを購入せざるを得なければ、不利な条件で競争
しなければならない。サービス産業の成長は製造業の競争力を維持する上でも不可
欠なのである。

（２）産業空洞化より深刻な知識、情報の空洞化

　付加価値の源泉が物から知識、情報に移るに伴い、各国の競争の対象も従来の通
商（物の輸出）から情報に変化している。物を安く生産し、輸出する能力ではなく、
人材、資本、技術を惹きつけ、情報を発信する能力が国の経済力を決定する時代に
なってきている。
　有為な人材は能力を最大限発揮し、高く報いられるところに集まる。資本も技術
も高い成長が見込まれ、高い金利、配当、報酬、ロイヤリティが受けられるところ
に集まる。
　グローバル化の中で、空洞化を恐れるべき対象は工場設備、生産ラインよりもむ
しろ人材、資本、技術である。低付加価値分野を保護することにより、経済活力が
停滞し、人材、資本、技術などが我が国に集まらず、流出することでもたらされる
損失の方が単純労働の生産ラインが海外移転することによる損失よりも遙かに深刻
である。

（３）サービス産業の成長の可能性

　国際競争にさらされてきた製造業に比較して、サービス産業には政府の規制や民
間における慣行によって実質的に競争が乏しかったため、まだまだ生産性が低く、
成長の余地の大きい業種が多い。これは拡大するニーズに対応して、サービス産業
がＩＴ、サービステクノロジー、設備の活用を進めることで、ソフト、ハード両面
におけるイノベーションを進めれば、産業として市場を拡大するフロンティアが大
きいことを意味している。
　国際的に見ても、他の先進諸国のサービス産業比率と比較すると、我が国経済に
占めるサービス産業の比率は依然として小さく、さらに拡大する余地は大きい。

　必然的なサービス経済化の流れに不安をもつのではなく、製造業、サービス産業
を問わず、人材、資本を低付加価値分野から高付加価値分野に振り向けることで経
済成長を実現していくべきである。
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第三節　サービス産業の発展に向けての意識改革

（１）サービス産業の特徴

　サービス産業には、共通して無形性（目に見えない）、生産即消費（貯蔵がきかな
い）という基本的特徴がある。また、我が国には伝統的にサービスは物を売る際に
附属するものという感覚があり、市場で経済取引を行うことの難しさがあった。「福
祉」、「文化」などと考えられ、営利を目的とする産業として捉えるべきではないと
考えられてきた分野や、単なる「娯楽」として軽視されてきたものもあり、「産業と
してのサービス業」に関心が向けられることが乏しかった。また、サービス産業は
人材に依存する部分が大きいが、これまで、サービス産業はものづくり重視の風潮
の中で、理工科系学生には縁遠い分野であるとも考えられてきた。

（２）サービス産業の発展に向けての意識改革

　近年に至り、サービス経済化の進展に伴って、サービス産業に対する関心と評価
が高まってきているが、サービス産業の経済に占める割合と今後の成長の可能性の
大きさに比べると、関心と評価はいまだ低いと言わざるを得ない。我が国経済社会
システムも主として製造業を念頭に置いて整備されてきている。産業が発展してい
くためには、その産業に従事する人、これに取り組もうとする人が自信と誇りを持
つことが重要である。この観点から重要なことは、まず、サービス産業を我が国の
経済発展を担う重要な産業と位置づける意識改革を行うことである。そのため、
サービス産業と製造業とが車の両輪となって我が国経済を牽引していくという国民
的コンセンサスを定着させ、それを踏まえ、社会経済システムを構築していくこと
が必要不可欠である。
　これまで、産業界におけるサービス産業の発言は、製造業と比較すると小さく、
また、多種多様な縦割りの個別産業毎に対応してきたことから、サービス産業全体
として公共的な存在感が小さい。
　今後はサービス産業界が政策的な課題を検討し、積極的に政策的提言を行ってい
くことが望まれる。同時にサービス産業界としても我が国経済社会の発展にとって
必要不可欠な存在になるべく強い自覚を持って自己研鑽に努めるべきである。
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第三章　新たな社会経済システムの構築に向けた提言
　
　サービス産業が健全に発展するためには、前述の意識改革の上に立って、特に以
下の提言に従って、新たな社会経済システムを構築していくことが必要である。
　

提言１：競争の促進と規制改革

　市場における競争を通じて、民間事業者の創意工夫によるイノベーションを促進
させていくために、政府は、競争の促進を図るべきであり、そのための規制改革、
競争政策を進めるべきである。
　総合規制改革会議等で議論されてきているように、「官から民へ」の考え方を原則
に、公的関与の強い事業分野「官製市場」の開放を進めるなど、以下の方針で民間
が主体となって自由な競争の下で多様なサービスを提供していくべきである。

（事前規制から事後チェックへ）
　目に見えないサービスを供給するサービス産業では、質を確保するために事前規
制が行われることが多い。しかし、政府が事業者をあらかじめ選別するのではなく、
情報を開示し、第三者が評価しつつ、事後チェックを行う方向に転換していくべき
である。消費が多様化している今日においては、多様化したニーズに対応した多様
なサービスが生み出されなければ、消費を拡大することはできない。市場で公正な
競争が行われれば、消費者が自己責任で積極的に情報開示を行う事業者を選別する
ことを通じて、淘汰が行われ、情報の非対称の問題は解消されていくのであり、事
前規制によらなければ消費者保護が図られない分野は必ずしも広くない。消費者へ
の情報提供手段である第三者評価については、例えば、医療機関の評価を行ってい
る財団法人日本医療評価機構などによる取り組みが進められているが、業種に応じ
て情報公開を進め、適切な評価手法が確立されていくことに加え、民間で既に進め
られている第三者評価への取り組みがさらに広がっていくことが期待される。

（官民の競争条件格差の是正）
　官製市場を中心に、運営主体の違いによって、保険、補助金、料金、許認可等の
取扱の格差が存在する場合があるが、公的法人と民間企業の間の競争条件がイコー
ルフッティングとなるようにして、公平な競争を促すべきである。例えば、介護
サービスについて公的法人が行う場合には補助を行っているが、株式会社が実施す
る場合と同様に補助を行うべきではない。

（株式会社参入、異業種兼業の容認）
　個別業法により、事業ごとに規制が行われ、事業主体の制限もあることから、関
連サービス業を兼業することが難しく、事業規模を拡大することも困難である場合
が多い。株式会社参入の解禁や異業種との兼業の容認を積極的に進め、規模や範囲
を拡大することによる多様なサービスの提供の可能性を広げるべきである。例えば、
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保育園と幼稚園の一体的運営や教育分野における株式会社等の参入を一般的に認め
ることが必要である。

　規制改革を進める手段としては、構造改革特区制度を活用し、特定地域において
一つでも具体的実例を実現していくことも有効である。
　さらに、政府規制以外でも、市場における優越的地位の濫用など、民間ベースで
競争の競争阻害要因に対しては、独占禁止法の適用や下請取引の適正化を徹底すべ
きである。
　他方で、企業経営者は、既成のビジネス、慣習にとらわれることなく、リスクを
とって新たなビジネスに乗り出す勇気を持つことが何よりも重要である。経営者が
新しい分野で成功実績を示すことを通じて市場全体のイノベーションを図ることが
できるのである。

提言２：ＩＴ、サービステクノロジーの開発、活用

（ＩＴの活用）
　サービス産業がＩＴを活用することで多くの者がサービス提供者として参入する
ことが可能となり、また、新しいニーズに応えることが可能となった。医療分野等、
これまでＩＴがあまり活用されていなかった様々な分野においてＩＴを活用できる
領域はまだまだ広いと考えられる。今後、ますます多様化、複雑化する消費者ニー
ズ等に適応して、ＩＴをうまく活用することにより新しいサービス産業が創造され
ていくことが期待される。
　サービスの最大の価値は個別対応にあるので、サービスの個別性を害するような
過度のＩＴ化あるいはサービス内容のマニュアル化による標準化は適切ではない。
しかしながら、ＩＴ化あるいはマニュアル化はサービスの質の向上につながる面が
あり、サービスの質を底上げすることで、個別対応をさらに充実させるという方向
が重要と考える。
　このようなＩＴ活用は民間の創意工夫により進められていくことが基本であるが、
既存の制度がＩＴ化の障害になっていることが多く、政府は、規制等を迅速に見直
していくべきである。

（サービステクノロジーの開発と活用）
　ＩＴ以外にも、バイオ、ナノテク、環境等の技術の活用によるサービス産業発展
の可能性は大きい。従来のようにサービス産業を固定的な労働集約産業と捉えるの
ではなく、今後は科学技術に加え、数学、統計等の手法を心理学、行動経済学、人
間生活工学、マネジメントなどに活用したサービステクノロジーの研究と開発を深
め、サービス産業を科学的に発展させていくための基盤を整備するべきである。
　これまで、サービス関係の技術開発は、機器メーカーが主体となって実施してき
た傾向があるが、今後は消費者との接点にあるサービス産業が消費者情報を機器
メーカーにフィードバックするにとどまることなく、自ら技術開発を実施するとい
う積極的姿勢に転換していくことが重要である。このため、今後はサービス産業に
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おいても技術革新の動向を意識し、ＩＴや新技術の導入を進めていくとともに、
サービス産業自らが積極的に技術開発に参画していくことが必要になっている。
　ソフト面の独創性だけで斬新なサービスを生み出すのは容易ではないが、ハード
面の技術開発だけでもニーズに応えた魅力的なサービスを生み出しにくい。ソフト
とハードを融合させることにより、継続的にイノベーションを生み出すことが可能
になるのである。

提言３：サービス産業の起業に適した制度の整備

（ＳＯＨＯ、フランチャイズ発展の基盤整備）
　サービス産業は、多様なニーズに適応して生まれるので、従来の発想にない進取
の気運に富んだベンチャー精神が最大限発揮される分野である。
　ＩＴ活用によって、技術的にＳＯＨＯ形態での起業が容易になっているが、マイ
クロビジネス協議会で行われているマッチング支援の強化、拡充などを通じ、その
事業としての発展基盤を整備していくことが必要である。また、大きな市場を対象
に均一高品質なサービスを提供していくためには、フランチャイズ・システムの活
用は、比較的容易な起業手段であり、その健全な発展基盤の整備を進めていくこと
が必要である。別途行われているサービス・フランチャイズ研究会での検討が期待
される。（図３－１、図３－２）

（コミュニティビジネスの促進）
　新たな事業を興していくには、営利性が低くとも、生活者自らが主体的に関わる
ことで個人の生き甲斐にもつながるＮＰＯ等によるコミュニティビジネスを振興し
ていくことも重要である。コミュニティビジネスは、健康・医療・介護、子育て、
環境保全・リサイクル、生涯学習、まちづくりなどサービス産業を中心として多岐
にわたるが、いまだ胎動期にあるこうした取組を促進していくことが必要である。
特にいわゆる団塊世代が退職時期を迎えつつある現在、この世代の経験や知識をコ
ミュニティに生かすという発想が不可欠であり、例えば、モデル事業への支援を拡
充していくことにより社会への参画を促進しなければならない。

（資金調達支援）
　資金調達に関しては、サービス業は、土地や機械などの固定資産を有している場
合が少ないため、土地などの担保を必要とする従来の間接金融だけでは対応が難し
い面がある。特に、我が国の金融は担保主義で行われてきた歴史があるため、事業
を評価する人材が不足しているとの指摘がある。
　今後、新たなサービス産業の創出を促進していくためには、キャッシュフローな
どに基づいた様々な資金調達の利用を促進していくとともに、サービス産業の事業
評価を行う人材（目利き）の育成を進めていく必要がある。
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提言４：柔軟な雇用、人材育成システムの整備

（流動的で多様な雇用システムの構築）
　従来から、サービス産業においては、パートタイム労働者、派遣労働者等の柔軟
な雇用形態の活用が多いが、今日ではさらにＩＴの活用により、ＳＯＨＯ、テレ
ワーク等、職場の「場」を離れ、一層、専門性をもった「職」を中心にした勤務形
態を採用する可能性が広がっている。（図３－３、図３－４）賃金は時間を拘束する
ことへの対価ではなく、成果に対する対価であるという意識改革を進めていく必要
がある。
　また、少子高齢化の中で、従来のように新卒一括採用、年功序列、終身雇用の男
性従業員を中心とした画一的な雇用システムでは、必要な人材を確保することは困
難になっており、より人材の流動性を高めるシステムを採用していく必要がある。
　さらに、サービス経済化の進展に伴い、知識や創造性の重要性が高まる中で、性
別、年齢、障害の有無といった属性の持つ意義は薄れており、女性、高齢者、障害
者が男性、若年、健常労働者より遙かに高い能力を有する場合も多い。ＩＴ、業務
と能力をつなぐマッチング技術等を活用することや柔軟な雇用形態をとることで女
性、高齢者、障害者等の能力を活用することは容易になってきている。
　従来の固定的な雇用形態を前提にした発想から柔軟な雇用形態を前提にした発想
に転換するとともに、性別、年齢、障害等の特定の属性だけを基準に一律に弱者と
捉える発想も改め、ハンディキャップのある人材も「チャレンジド」と位置づけて
社会的な自立を前提に対応していく必要がある。こうすることにより、より多くの
人々の社会参画が可能となり、その力を経済社会が有効に活用することにより、経
済社会の活性化が図られることになる。
　このような柔軟な雇用形態を実現していくためには、労働関連規制が障害となっ
ているケースもこれまではあったが、現在、裁量労働制の採用手続の緩和等を内容
とする労働基準法、派遣期間の延長等を内容とする労働者派遣法の改正等の制度見
直しが行われているところであり、改革の着実な実施が期待される。（図３－５）
　労働関連法制以外に厚生年金制度、健康保険制度、障害者雇用制度等がいずれも
正規雇用の勤務形態を前提とした制度となっているが、これらについても柔軟な雇
用形態に合ったものに見直すことを検討すべきである。（図３－６、図３－７）
　
（サービス経済化に対応する人材育成）
　サービス産業では、これまではそれぞれの専門分野の人材は体系的に育成されて
きたが、マネジメント人材は体系的には育成されておらず、不足が指摘されている。
また、従来、サービス産業は医療、福祉、文化、教育等の公益的側面が強調されて
きたため、営利を罪悪視し、経営を無視して、芸術性、慈善性などに入り込む人材
が多かった。いかに公益性を有する産業であっても、それが事業として成り立つた
めには、利益を上げ、外部から資金が入ってこなければならない。経営に携わる人
物は特定分野の専門知識だけでなく、経営センスも備える必要がある。
　例えば、技術成果を事業に結びつけるマネジメント人材については、既にいくつ
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かの大学院でＭＯＴ（Management　of　Technology）コースを設け、育成の流れ
が作られつつあるが、サービスと関連の深い人文、芸術についても事業に結びつけ
られるマネジメント人材育成の流れを作ることが必要である。（図３－８）
　創意工夫を生み出す教育に関しては、教育改革の中で様々な取り組みが見られる
ようにはなってきている。しかし、サービス経済化の進展を踏まえて、十分に授業
内容が見直されているとは言い難い。例えば、初等教育の現場では、いまだに農林
水産業、工業を中心に我が国経済を記述し、サービス産業に対する認識と評価が低
い例も見受けられる。（図３－９）サービス産業の中に様々な業種が存在し、それら
の業種が社会の中で重要な役割を果たしていることを明確にする内容に改めていく
ことが必要である。サービス産業と製造業等が車の両輪となって発展することで初
めて、我が国経済が全体として成長することが可能になるということを、子供たち
が将来の進路として明確に意識できるようにすべきである。
　また、高校レベルから、明確な問題意識をもった人材が、育成されるように、専
門高等学校の充実、サービス産業の実態に即したコースの創設やカリキュラムの在
り方を検討するべきである。
　サービス産業においては、人材は価値を創造するビジネスクリエーターであり、
「人材資産」として創造性ある人材を確保することは特に重要である。

提言５：国際化の促進

（国際展開の促進）
　サービス産業の国際展開は、相手国との経済格差、言語、文化などの障壁がある
ため、製品の貿易のように単純には進まないが、グローバル化が進む中で我が国
サービス産業もアジアを中心に国際展開をはじめている。我が国の厳しい消費者の
要求により鍛えられたサービス産業は海外においても競争力を持ちうる。音楽、映
画など文化との関わりが深いサービス産業は国際展開を進めることで各国との文化
交流の進展、信頼関係の構築に貢献し、地域の安定と繁栄に寄与する側面がある。
このような観点から、サービス産業が国内における発展と均衡する形でアジアをは
じめ海外に展開していくことが望まれる。このため、例えば、海外の人材育成に対
する支援策対象にサービス産業も広く取り入れることが必要である。また、進出先
に過度の規制、知的財産侵害などの問題が存在する場合が多く、ＷＴＯ、ＥＰＡの
交渉等を通じて、各国の制度整備に対する働きかけも行っていく必要がある。また、
他の先進国の産業界等との連携も検討すべきである。

（対内直接投資の促進）
　サービス産業の我が国への対内直接投資は増加しつつはあるものの、いまだ低水
準であるため、我が国の投資先としての魅力を高めていくことが不可欠である。（図
３－１０）サービス産業の発展の上でも外資は、新たな経営資源の供給、競争の促
進などの観点で役割は大きく、対日投資会議等の提言にあるように、政策的に対内
直接投資を促進していく必要性がある。
　また、規制によって、外国人の参入やサービス関連の海外製品の輸入が制限され
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ているケースがあるが、サービス産業が長期的に発展していくためには、国際分業
の利益を積極的に活用していくべきである。

第四章　経済再生に向けた重点サービス四分野

　我が国経済が長期停滞する中で、需要、供給の両側面で新たな展望を切り開く道
筋を創造する必要があり、突破口となる産業を中心に経済全体に波及効果をもたら
していくことが強く期待されている。
　サービス産業には多種多様な業種があるが、特に、経済の供給面の強化に資する
事業支援、人材育成分野、経済の需要面を刺激する健康福祉、コンテンツ・レ
ジャーの全四分野は経済、社会全体への波及効果が大きく、政策的対応の重点とす
ることが必要である。

第一節　事業支援分野
（ＩＴ、ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ、人材派遣、ｾｷｭﾘﾃｨ、法務、財務、ﾃﾞｻﾞｲﾝ、広告、福利厚生、人
事、給与代行等）

　事業支援分野のサービスは、それ自体が産業として発展することが期待されるの
みならず、委託する側の企業にとっても競争力の強化につながるという波及効果が
期待される。
　世界的に企業経営は、競争力を高めるためにＲＯＡ（総資産利益率）を重視する
方向に進んでおり、戦略的に外部資源を活用することによって資産を圧縮すること
で利益率を向上させるリストラクチャリングが経営手法として確立している。アウ
トソーシングの拡大もあって、米国における事業支援サービスの市場規模は 92 年か
らわずか７年間でほぼ倍増した。こうした動きが多くのベンチャー企業を生み出す
契機ともなった。（図４－１）
　これに対して、我が国企業は、近年になって変化の兆しは見られるものの、依然
として、間接部門のコストを企業内部に抱え込むのが一般的であり、アウトソーシ
ング、コア業務への集中はいまだ十分に進んでいるとは言えない。（図４－２）
　この結果、我が国では、法務、知的財産管理、金融技術等の専門分野の事業支援
がいまだ産業として未成熟であると言える。
　企業が内生していたノンコア事業をアウトソースすることで資本効率を高めると
ともに、企業外部のサービスを戦略的に活用し、企業の弱みを補強し、強みを最大
限発揮できる環境を創出していくことが必要である。
　また、民間企業だけではなく、行政も財政支出を抑制しながら質の高いサービス
の提供を実現するために、アウトソーシングを積極的に活用していく必要がある。
（図４－３）このように官民が自らの事業の効率化のためにアウトソースを進める
ことにより、事業支援分野のサービス業も発展をし、両方相俟って経済活性化につ
ながっていくと考えられる。
　現在、企業等が外部委託を進める際には、まだまだ我が国特有の雇用慣行、商慣
行やアウトソースの受け皿企業の経営規模等の問題が存在する。
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　そこで、政府としては、以下の政策をはじめ、幅広い政策を検討するべきである。
・ アウトソースすべき業務内容や職能の明確化
・ 評価手法の確立
・ 成功事例の啓蒙普及
・ 行政事務のアウトソーシングについての計画的推進
・ 行政事務のアウトソーシングについての民間企業とのマッチング

第二節　人材育成分野
（専門大学院、資格専門学校、通信教育、保育等）

　企業の競争力を強化する上では、事業支援産業の強化、組織面の強化以上に人間
力の強化が不可欠である。（図４－４）
雇用の流動化の進展、企業の収益の悪化から、企業内研修費も削減されており、
社会人の専門教育の重要性が高まっている。労働力の産業間の移動を円滑化させる
ためにも適切な職業訓練が不可欠である。（図４－５）
　語学、ＩＴ、経理等の専門分野の知識習得に関するサービスニーズは拡大傾向に
あり、加えてＩＴを活用することにより教育サービスの飛躍的な発展が期待されて
いる。
　このため、公的教育に加えて、民間の人材育成産業が発展するために、産業の
ニーズに応じた適切なサービスが提供されるような環境を整備していくことが必要
である。

　そこで、政府としては、以下の政策をはじめ、幅広い政策を検討すべきである。
・ 産業界の人材ニーズの明確化
・ スキル標準の策定やそれに基づいた教育カリキュラム・教材等の開発
・ 教育訓練の有効性・透明性を高める観点から、第三者評価機関・方法等の環境
を整備
・ e-learningの推進

第三節　健康福祉分野
（医療、介護、スポーツ等）

  我が国社会においては、少子化と高齢化が急速に進展している。こうした人口構
成の変化は、医療、介護等の社会保障負担の急激な増大を招きかねない。このため
医療、介護分野における競争を通じた効率化が不可欠になっている。
　また、産業として見れば、高齢化は新たなビジネスチャンスでもあり、健康・医
療・介護も含めた健康福祉分野には、我が国の内需を牽引しうる極めて大きな潜在
市場が存在している。
　健康福祉分野は、９０年代の米国において約３３０万人の新たな就業者を生むな
ど、最大の雇用の受け皿として機能しており、我が国においても今後の高齢化の進
展に応じて、経済成長・雇用拡大の観点から重要性は増していくものと考えられる。
健康、医療、介護分野は人体、生命に関わるものであることから規制が必要である
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ことは当然であるが、消費者のニーズ、産業としての発展の可能性などを踏まえて
規制の在り方を見直すとともに新サービス創出のためのモデルケース支援や情報提
供の推進などを図っていくことが必要である。別途行われている健康サービス産業
創造研究会での検討が期待される。

　そこで、政府としては、以下の政策をはじめ、幅広い政策を検討すべきである。
・健康・医療・介護の連携強化による治療、リハビリ、健康増進の一貫プログラ
ムの提供支援
・観光資源等を活かした地域健康サービス産業創出の支援
・患者の選択を通じた競争を促進するための規制改革等（情報開示の徹底、広告
規制の緩和、第三者機関による治験実績評価を含めた評価の促進、医療機関経
営への株式会社参入の解禁等）
・保険外診療と保険診療との併用
・保健医療分野における認証基盤の構築、電子カルテ、健診情報等のネットワー
ク転送、外部保存の実現
・診療報酬のオンライン化等を通じた保険者機能の強化及び医療の効率化
・ＩＴの活用による障害者等の社会進出・参加のための環境整備
・先端技術を活用した医療福祉機器の高度化による早期診断・治療の基盤整備

第四節　コンテンツ・レジャー分野
（映画、音楽、放送、出版、興行、生涯学習、ゲーム、観光、スポーツ、テーマ
パーク等）

　コンテンツ・レジャー分野の産業はハード機器等他産業の消費への波及効果が非
常に大きい。例えば、９５年家庭用ゲームとして発売されたポケットモンスターは、
その後アニメ、キャラクター商品などに拡大し、推定売上規模は２兆円にも上って
いる。（図４－６）また、映画「ラブレター」のアジアでの上映により、ロケ地の小
樽では観光客が１年で３００万人も急増するなどの外部効果も見られる。（図４－
７）
　加えて、海外における我が国文化に対する理解を増進し、いわゆる「ソフト・パ
ワー」として、外交面においてもプラスの効果をもたらすなど、「日本ブランド」価
値の向上に大きく貢献している。
　映画「千と千尋の神隠し」が、昨年のベルリン国際映画祭最高賞受賞に引き続き、
本年米国アカデミー賞長編アニメ部門賞を受賞するなど、我が国のマンガ、アニメ、
ゲームなどのポップカルチャーは、国際的に展開する産業として大きく発展する潜
在性がある。
　このようにコンテンツ産業は消費等への波及効果が大きく、潜在性があるにも関
わらず、有為なクリエーターの海外逃避、プロデューサーの不足、アジアを中心と
した知的所有権侵害問題、インターネットにおける不正コピー問題などに加えて、
製作事業者の流通事業者への依存などの問題により、潜在性が発揮されていない。
こうした観点から、我が国コンテンツ産業が積極的に海外に展開するための支援策
について検討することを目的としたコンテンツ産業国際戦略研究会の役割が期待さ
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れる。また、各種レジャーは消費全体への波及も大きく、観光立国を進める上でも
地域においてスポーツ、映画、音楽、イベント、テーマパークなどと地場産業、地
域住民とが有機的に連携して魅力ある街作りを進めていくことが必要である。

　そこで、政府としては以下の政策をはじめ、幅広い政策を検討すべきである。

（コンテンツ流通ルートの多様化）
・海賊版対策の強化、東京国際映画祭等のイベント・見本市やジェトロの機能強
化をはじめとしたコンテンツ産業の国際展開支援による海外市場の確立
・不正コピー対策等の技術的課題の克服やネット上でのコンテンツの二次利用に
関する契約ルール及び公共セクター所有のコンテンツ利用ルールの確立などに
よるブロードバンド市場の立ち上げ
・デジタルプロジェクターを活用し、映像上映ニーズのある者をマッチングさせ
ることによる新しい地域映像上映ルートの整備

（コンテンツ制作機能の強化）
・コンテンツの戦略的活用を実現するプロデューサー機能についてのコアプログ
ラムの策定、クリエータの技能に関するスキルスタンダードの設定など総合的
な人材育成
・制作事業者と流通事業者の間の公正な競争環境確保を目指した積極的な競争政
策の活用
・コンテンツ制作事業者が自らリスクを取ってビジネスをすることを可能とする
ため、信託機能の活用など多様な資金調達手法の確立

（観光振興）
・観光地を題材としたコンテンツ制作支援によるコンテンツと観光との有機的連
携による相乗効果の促進
・観光地作り、観光商品作りが促進される環境を確立するための規制制度・民間
慣行の見直し
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おわりに
　
　サービスの主体は人である。サービス産業は、製造業と比べて人と人の接点が多
いことから、その競争力は、価格と同程度の割合で、否、むしろ価格以上に人と人
との信頼関係によって決まる。すなわち、サービスの提供において、料金以上の満
足感を与え、消費者から信頼感を得て、二度三度と繰り返し利用してもらうことが
企業としての発展につながる。信頼ほど築き上げるのが難しく、崩れやすいものも
ない。堅い信頼で結ばれた関係には、なにものにも代え難い強さがある。サービス
産業の輝ける未来は信頼関係の構築に懸かっていることを強調しておきたい。
 今回のフォーラムで最も印象的であったことは、これまではそれぞれ異なる業種の
人であると認識していた関係者が、サービス産業の輝ける未来に向けてという大き
な目的の下に一同に会し、サービス産業こそ重要だという意識改革の必要性、信頼
関係の重要性、そしてサービス産業に携わることに自信と誇りを持つことについて
の共通認識が醸成されたことである。
　政府は勿論のこと、委員各位もそれぞれの分野においてこの提言の実現に努める
ことを期待する。
本フォーラムは、将来大きく飛躍するであろうサービス産業を支える関係者の集
いとして節目節目に、必要な提言、助言を行っていくこととしたい。



図表集
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（図１－１）先進諸国の名目ＧＤＰに占める製造業及びサービス産業の割合の推移

（出所）通商白書２００２
（備考）ドイツは、旧西ドイツのデータ
（原資料）国際連合「National Account Statistics」から作成。

（図１－２）先進諸国の雇用に占める製造業及びサービス産業の割合の推移
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［生産額増加率　（１989～1999年、上位５業種）］ ［就業者数増加率　（1989～1999年、上位５業種） ］

［事業所数増加率　（1989～1999年、上位５業種）］

出所：サービス業基本調査報告

出所：サービス業基本調査報告

出所：サービス業基本調査報告

［各種指標増加率　（1989～1999年）］
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事業名 生産額 就業者数 事業所数
洗濯・理容・浴場業 82.5% 18.7% 2.8%
駐車場業 96.0% 26.3% 3.1%
その他の生活関連サービス業（注１） 62.9% 35.5% 19.1%
旅館、その他の宿泊所 56.5% 18.2% -13.6%
娯楽業（映画・ビデオ・制作業を除く） 80.6% 49.4% 17.3%
自動車整備業 45.5% 21.2% 11.3%
機械・家具等修理業 150.7% 52.6% 11.9%
物品賃貸業 81.6% 33.6% 12.6%
映画・ビデオ制作業 81.2% 44.0% 51.3%
放送業 63.6% 19.6% 0.7%
情報サービス・調査業 164.6% 42.3% 44.6%
広告業 42.0% 7.2% -3.5%
専門サービス業 121.1% 44.3% 23.9%
その他の事業サービス業（注２） 133.2% 64.3% 42.2%
廃棄物処理業 162.3% 60.7% 45.3%
医療業 207.3% 125.2% 29.1%
保健衛生 244.3% 162.9% 88.1%
社会保険、社会福祉 135.8% 103.7% 49.2%
教育 44.1% 24.9% 36.6%
学術研究機関 -5.6% 33.3% 45.0%
宗教 66.0% 8.7% 2.3%
政治・経済・文化団体 57.0% 21.7% 11.6%
その他のサービス業（注３） 138.1% 95.0% 56.1%
注１：写真業、物品預り業、冠婚葬祭業等
注２：ﾋ゙ﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ、警備、人材派遣業等
注３：集会場、中央卸売市場等

出所：サービス業基本調査報告

対象：日本標準産業分類のL分類中の中分類全
てに該当する、従業員規模30人以上の事業所

244.3%

207.3%

164.6% 162.3% 150.7%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

保健衛生 医療業 情報
サービス
・調査業

廃棄物
処理業

機械・家具等
修理業

（図１－４）サービス業の中では、特に保健衛生、医療業、社会保険・社会福祉における成長が目立つ。
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（図１－５）日本の国内総生産に占める第三次産業比率と、全就業者に占める第三次産業比率は、
欧米各国と比較すると、ともに比較的低い水準である。
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（日本：1990-2000,  米国：1988-1998）
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（日本：1990-2000,  米国：1988-1998）
［９０年代におけるサービス産業内の就業人口変化の日米比較］

出所：接続産業連関表、米労務省 “Employment Outlook”

National Accounts Statistics 労働統計年報
第一次産業 農林水産業 農林水産業、狩猟

鉱業 鉱業、採石業
製造業 製造業
電気､ガス､水道業 建設業
建設業
卸売、小売 電気､ガス､水道業
運輸､通信 商業
金融､保険､不動産 運輸､倉庫､通信業
公務 金融､保険､不動産
サービス業 公務､サービス業
その他 分類不能

第二次産業

第三次産業

［※各資料における産業分類の定義］

［就業者構成比］

出所：ILO 労働統計年報※
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出所：UN National Accounts Statistics※
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○米国では、90年代にサービス分野で約1,485万人の雇用を生み出したが、我が国は
　約410万人止まり。

○この日米間の格差は、①医療福祉サービス業、②情報関連サービス業、③ビジネ
　ス支援サービス業における雇用の伸びの違いから発生。

90年代の日本は、第１次・２次産業で約200万人の雇用減。
サービスの伸びが力不足。

［９０年代における産業別就業人口変化の日米比較］

出所：総務省「労働力調査」、“Bureau of Labor Statistics” より総務省作成

第１次　　第２次　　第３次
 産業　　　産業　 　　 　　産業

　第１次  　　　第２次　 　　　第３次
 　　産業　  　　　産業　 　　　　産業
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出所：「接続産業連関表、米労務省  “Employment Outlook”

［９０年代におけるサービス産業内の就業人口変化の日米比較］

-2.2

11.9

59.0

25.8

88.6

30.8

310.8

242.8

55.3

329.1

139.7
70.7

-100 0 100 200 300 400

日本 米国 

米国

日本

不動産・ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ業

情報ｻｰﾋﾞｽ業

ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援ｻｰﾋﾞｽ業

生活支援ｻｰﾋﾞｽ業

医療福祉ｻｰﾋﾞｽ業

余暇・娯楽・教育ｻｰﾋﾞｽ業

日本でも医療福祉サービスが伸びているが、それでも米国
の1/4以下。

（万人）

（日本：1990-2000,  米国：1988-1998）

（図１－６）９０年代に拡大した日米の就業構造格差

米国 日本
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部品生産

モジュール
部品生産

（資料）経済産業研究所作成。

組立て

（利益）

販売

試作品開発

アフター
サービス

（図１－７）スマイル・カーブのイメージ　（パソコン業界）

（出所）通商白書２００２

（原資料）経済産業研究所作成

ファブレス化した大手小型モーターメーカーの例
• 小形モーターで世界シェア 5割以上
• 国内に製造拠点なし。本社機能は、研究開発と販売のみ
• 中国を中心に、アジア10地域の生産拠点で全量生産
（香港（２）、台湾、大連、マレーシア、江蘇、瓦房店、ベトナム、東莞、高雄に拠点所有）

• 香港工場が海外拠点の中心

海外販売拠点 海外生産拠点

日本

本社（千葉県松戸市）
・R&D拠点　・販売拠点
技術センター（千葉県印旛郡）
・R&D拠点

海外精密部品／生産設備製造拠点
台湾ﾏﾌﾞﾁ 高雄ﾏﾌﾞﾁ ﾏﾌﾞﾁ精工香港 東莞ﾏﾌﾞﾁ

ﾏﾚｰｼｱﾏﾌﾞﾁ大連ﾏﾌﾞﾁ

江蘇ﾏﾌﾞﾁ 台湾ﾏﾌﾞﾁ 瓦房店ﾏﾌﾞﾁ ﾍﾞﾄﾅﾑﾏﾌﾞﾁ

香港ﾏﾌﾞﾁ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾏﾌﾞﾁ上海ﾏﾌﾞﾁ

台湾ﾏﾌﾞﾁ 欧州ﾏﾌﾞﾁ 米国ﾏﾌﾞﾁ

香港ﾏﾌﾞﾁ

（図１－８）国内に組立・加工部門を持たないファブレス企業の例
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（図１－９）
○製造業の購入財に占めるサービス業の割合は増大してきており、製造業はサービス業
への依存度を高めている。
○事業多角化の中で、サービス事業へのシフトを行う製造業もみられる。

［SONY 事業別売上高］

出所：有価証券報告書
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SONYのサービス事業へのシフトSONYのサービス事業へのシフト

製造業と第３次産業の依存関係の増大製造業と第３次産業の依存関係の増大

（年度）

［製造業の購入財に占めるサービス業の比率］

出所：産業連関表

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

1990年 1991年 1992年1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年

（図１－１０）家計の消費支出に占める割合
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35.2% 37.2% 39.9% 41.9%
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商品 サービス 出所：全国消費実態調査
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50.2%

52.4%

40.0%

28.7%

22.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

とにかく安くて経済的なものを買う

価格が品質に見合っているかどうかをよく検討し
てから買う

多少値段が高くても、品質の良いものを買う

多少値段が高くても、アフターサービスが充実し
ている方がよい

自分のライフスタイルにこだわって商品を選ぶ

（図１－１１）  消 費 意 識 の 多 様 化

デフレ下の今日においても、価格以外の理由により商品･サービスを選ぶ消費者
は、確実に存在する。

価格以外の要素を重視する消費者層の存在価格以外の要素を重視する消費者層の存在価格以外の要素を重視する消費者層の存在

［消費に対する考え方］　（一部抜粋）

出所）野村総合研究所　生活者一万人アンケー
ト2000年

（図１－１２）　女 性 の社 会 進 出

2 . 6

1 . 3

0 . 0

0 . 5

1 . 0

1 . 5

2 . 0

2 . 5

3 . 0

2 0 0 0年 2 0 1 0 年

現在の保育児童及び就業希望
女性の内家事・育児により未
就業である人数から、潜在的
な保育希望児童の割合を計算
した上で、2010年の児童数より
試算（経済産業省産業構造課）

出所）産業構造審議会

［家事関連サービスの市場規
模］

1010年間年間
でで22倍に倍に

（兆円）

遅く生まれた世代
ほど、労働力率が
高くなっている

女性の社会進出と家事関連ニーズの上昇
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1.09

1.40
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聴視･観覧

交通･通信関連ｻｰﾋﾞｽ

食料関連ｻｰﾋﾞｽ

月謝（語学等）

諸雑費関連ｻｰﾋﾞｽ

旅行

教育関連ｻｰﾋﾞｽ

スポーツ

　　（図１－１３）　サービス消費の所得弾力性

［［商品消費とｻｰﾋﾞｽ消費の所得弾力性］商品消費とｻｰﾋﾞｽ消費の所得弾力性］

出所）総務省　平成11年全国消費実態調査報告より、野村総合研究所作
成

n商品消費よりもサービス消費の弾力性の方が大きい

nサービス消費の中でも、特にスポーツ関連、教育関連、旅行関連の所得弾力性が大きい

所得弾力性の計算方法）

全国消費実態調査中の年間収入10分位の各収入平均と、それに対応する各消
費項目とで対数回帰分析を行い、算出。

注１）

・サービス全体の消費の所得弾力性の水準を上回ったものを挙げた。

・住居関連ｻｰﾋﾞｽならびに保険･医療関連ｻｰﾋﾞｽへの支出は、消費額と所得の相
関が低いため除外した。また、家具･家事関連ｻｰﾋﾞｽならびに被服・履物関連ｻｰ
ﾋﾞｽは、関連消費全額におけるｻｰﾋﾞｽ消費の割合が小さいため、除外した。

注２）

教養・娯楽関係の各消費項目（非･半耐久消費財を含む）のうち、ｻｰﾋﾞｽ消費の
割合が高いものについて列挙。これにより、別途教養・娯楽関連ｻｰﾋﾞｽを挙げる
とダブルカウントとなるため、除外。

［［各ｻｰﾋﾞｽ消費の所得弾力性各ｻｰﾋﾞｽ消費の所得弾力性  注注
１）１）］］ 注２）

注２）

注２）

注２） 0.6
％

4.5
％

8.1
％

3.5
％

5.8
％

2.5
％

1.3
％

0.8
％

（対消費割
合）
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8.1

10.62.4
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（兆円）

サービス

外食

小売

8.0兆

12.3兆

17.8兆
会社員
48%

その他
20%

サービス
6%

小売・卸売
21%

飲食
5%

　就業者の約半数の人が独立・開業に関心を示しているが、フランチャイズ・システム
は本部から確立した経営ノウハウの提供が受けられることなどから比較的開業リスク
が小さく、起業・独立の形態として潜在可能性の大きいビジネスである。

　また、フランチャイズ加盟者の前職を見ると、サラリーマンからの転職が圧倒的に多く、
サラリーマンからの起業の受け皿としての役割が期待できる。

［独立・開業に関するアンケート］

労働者の10％が独立開業に強い意欲。

［フランチャイズの売上高推移］

サービスフランチャイズの伸びが急速に拡大。

生活関連フランチャイズが上位を独占。

［フランチャイズ売上高伸び率上位１０業種（９９～００年）］

出所：日本フランチャイズチェーン協会、（直営店、加盟店の合計額）

出所：日本フランチャイズチェーン協会

業 種 増 加 率 分 類
① リ サ イ ク ル 販 売 ３９．８％増 （小 売 ）
② 自 動 車 整 備 １４．１％増 （サ ー ビ ス ）
③ ＣＤ・ビデオレンタル １１．８％増 （サ ー ビ ス ）
④ 中 古 書 籍 等 販 売 １１．７％増 （小 売 ）
⑤ 総 合 リ ー ス ・レンタル ８．６％増 （サ ー ビ ス ）
⑥ 洗 濯 ・理 容 ・浴 場 ７．２％増 （サ ー ビ ス ）
⑦ ディスカウントストア ６．８％増 （小 売 ）
⑧ 家 具 ・家 庭 用 品 小 売 ６．２％増 （小 売 ）
⑨ 洋 服 リ フ ォ ー ム ６．１％増 （サ ー ビ ス ）
⑩ カ レ ー ・ 牛 丼 ５．４％増 （外 食 ）

出所：ライフデザイン研究所「２００２年１月調査」

［フランチャイズ起業者の前職］

前職は約半分がサラリーマン。

ない
53% 具体的ではないが

ある37%

具体的にある
10%

（図３－１）　フランチャイズ・ビジネスの活用
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（図３－２）ＳＯＨＯ等多様な自営形態の実態

我が国においては、ＳＯＨＯ等、新たな形態の自営業者が拡大しつつある
が、我が国ではデータ入力やテープ起こしといった単純業務が多く、米
国のように高度なスキルを活用してそれなりの年収をあげることのでき
る専業型ＳＯＨＯは少ないといわれている。
（日本労働研究機構の推計によれは我が国のＳＯＨＯ事業者数は約40万人）

［在宅ワーカーの性別・年齢］

＜在宅ワーカーの性別＞

24.4 52.2 23.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 女性（子供有り） 女性(子供無し）

＜在宅ワーカーの年齢＞

22.0

13.5

16.0

41.9

32.0

29.7

24.0

13.5

1.3

6.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

～２９ ３０～３４ ３５～３９ ４０～４９ ５０～

0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 500

40～

30～39

～3 0

全体

全就業者 在宅ワーカー

全就業者

在宅ワーカー

（時間／週） 1 ビジネスコンサルティング
2 コンピュータサービス、プログラミング
3 金融コンサルティング
4 マーケティング、広告
5 医療サービス
6 グラフィックアート
7 広報
8 不 動 産
9 執 筆 、著 述
1 0 小 売

［全就業者との年収比較］

出所：「在宅ワーキングフォーラム」調べ（19９７～９９年）

出所：「在宅ワーキングフォーラム」調べ（19９７～９９年） 出所：“Workingsolo”

［米国における自宅基盤事業者ランキング］

［日本におけるＳＯＨＯ業種ランキング］

1 ワ ー プ ロ ／ デ ー タ 入 力
2 ＤＴＰ／ 電 算 写 植
3 クリエイティブワーク（デザインなど）
4 ソフト関連
5 ライター
6 テープ起こし
7 翻 訳
8 設 計 ・製 図 ・C A D
9 そ の 他

出所：「在宅ワーキングフォーラム」調べ（19９７～９９年）

（図３－３）　労 働 ・ 雇 用

○売上高に占める人件費の割合は、製造業よりサービス業の方が大きい。
○サービス業は製造業に比べて､パートタイム労働者比率、助成・高齢者の就業率が高くなっ
ている。

出所：日経経営指標　　対象：上場企業

出所：雇用動向調査　　対象：従業員規模5人以上の事業所

出所：事業所・企業統計調査　　対象：全事業所 出所：高年齢者就業実態調査
対象：従業員規模5人以上の事業所

［売上高人件費率　（2000年度）］

［ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働者比率　（2000年度）］

［女性就業率　（2000年）］ ［高齢者就業率　（2000年）］
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（図３－４）　Ｓ Ｏ Ｈ Ｏ の具 体 的 事 例

発注者
発注者

発注者

エージェント Webマッチングサイト

[プロジェクトチーム型] [共同組合型]

○組合が仕事を受注し、能力に応
じて組合員に割り振る。

○会計代行、営業支援、教育・指
導などの支援や、福利厚生制度も
充実。

○約４００人のコンピュータ技術
者が加盟しており、ほとんどが個
人事業主。

○ＳＯＨＯ４００人余を登録。

○発注者より業務を受託し、社員
のマネジメントの元、適切なＳＯ
ＨＯに割り振る。（都度委託契約
を結ぶ）

○登録しているＳＯＨＯの分野は、
文書作成、データ処理、デザイン、
DTP、開発など多岐にわたる。

○教育研修メニュー（有料）を用
意し、スキルアップを支援してい
る。

○Webサイト上で、ＳＯＨＯは自
らのスキル情報を、発注者側から
は発注案件を登録しておき、それ
らの情報を互いに見て接触。

○契約はＳＯＨＯと発注者間で直
接行い、自らは契約当事者となら
ない。

○サイト運営費として、契約金額
の５％を受注者より徴収。

○Webを通すことによって契約ま
でのやり取りのログが残り、トラ
ブル防止につながっている。

○一つの受注案件毎にチーム
体制を敷き、業務にあたる。
緩やかな共同受注体制と言え
る。

○協力者は知人・友人同士の
場合が多いが、掲示板などで
求人するケースもある。

[エージェント登録型] [仲介・マッチング型]

◎コンピュータ技術者Ａ氏
◎Ｂ事業共同組合

◎民間エージェントＣ社 ◎Webサイト運営 Ｄ社

（図３－５）　労働法制の見直しの検討状況について（通常国会で改正予定）

制度（法律） 現行制度の概要 見直しの方向性

有期雇用契約 ・原則１年　高齢者、専門業務については３年 ・原則３年　高齢者、専門業務については５年

企画業務型裁量労働制 ・労使委員会の設置に係る届出義務
・協定締結には労使委員会の全員決議が必要
・導入できるのは本社、統括支社のみ

・労使委員会の設置に係る届出義務の廃止
・決議は４／５で足りることとする
・支社等での導入も認める

解雇ルール
　①解雇制限

・国籍、信条、社会的身分、性別を理由とする解雇は法律で禁止
・「客観的合理的理由を欠き、社会通念上相当として是認し得ない場合は、
権利濫用として無効」との判例

・「正当な理由の無い解雇は無効」と法律で規定する

　②解雇制限 ・解雇予告期間（３０日間）と解雇予告手当（最高３０日間） ・就業規則への記載事務事項に「解雇の事由」を追加
・労働契約締結時の労働条件明示義務に「解雇の事由」を追加
・解雇予告時以降で労働者が請求した場合に、使用者は解雇の理由を告知

派遣機関の延長 ・研究開発、秘書等の専門業務（２６業務）については３年
・営業等、その他の業務については１年（１年を越えると雇い入れ努力義務）

・２６業務の帰還制限を撤廃
・その他業務については３年

物の製造業務への派遣 ・法律で禁止 ・解禁（期間は１年）

紹介予定派遣 ・紹介予定派遣前の事前面接の禁止、派遣終了直前まで求人条件の提示、
採用内定の禁止

・事前面接、派遣機関中の求人条件提示、採用内定の容認

職業紹介事業の許可制 ・有料、無料を問わず許可を要する（学校の行う無料職業紹介事業のみ届出制） ・農協、商工会議所等、法律に基づく団体の行う無料職業紹介事業は届出制とする
・地方公共団体が職業紹介事業を行えることとする

手数料規制 ・求職者からの手数料徴収はモデル・マネキン、年収１２００万円以上の経営管理者
・科学技術者のみ（６か月分の賃金の１０．５％を上限）

・求職者から徴収できる手巣料の範囲の拡大（年収要件の引き下げ等）

労働基準法

職業安定法

労働者派遣法
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パートタイム労働者の収入分布
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出所：厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査報告」（１９９５年） 出所：厚生労働省「就業形態多様化に関する総合実態調査」（１９９９年）

パートタイム労働者の保険制度加入率

（図３－６）パートタイム労働者の収入分布及び保険制度加入率

（図３－７）　柔軟な雇用形態にマッチしていない雇用政策の例

• 障害者の雇用の促進等に関する法律によって、事業主は常時雇用の障
害者の雇用率を一定以上（民間企業の場合１．８％）としなければならな
いが、制度の対象となっているのは、常時雇用又は子会社の常時雇用の
障害者のみで、派遣労働や請負労働は対象となっていない。

• SOHO、テレワーク等を活用すれば、障害者の就業の機会は大きく広が
る。
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○我が国の科学技術インフラ分野の水準は４９か国中２位（研究開発支出：２位、特許取得：
１位）。しかし、マネジメント分野の水準に関しては４１位（起業家精神の普及度４９位、事業化
の普及度：４８位）と低い評価。（スイスＩＭＤ２００２年世界競争力レポート）

○一方、我が国のイノベーションを加速し産業競争力の強化を図るためには、研究開発への投
資だけでなく、技術成果を事業に結びつけ経済的付加価値に転換するマネジメント（ＭＯＴ：
Management of Technology）ができる人材の育成が必要。

○米国の大学・大学院では、既に２００を数えるＭＯＴコースが設置され、年間１万人規模のＭ
ＯＴ人材を輩出していると想定されるが、我が国では、平成１５年度数百人程度と不十分と言
わざるを得ない状況。

○我が国の科学技術インフラ分野の水準は４９か国中２位（研究開発支出：２位、特許取得：
１位）。しかし、マネジメント分野の水準に関しては４１位（起業家精神の普及度４９位、事業化
の普及度：４８位）と低い評価。（スイスＩＭＤ２００２年世界競争力レポート）

○一方、我が国のイノベーションを加速し産業競争力の強化を図るためには、研究開発への投
資だけでなく、技術成果を事業に結びつけ経済的付加価値に転換するマネジメント（ＭＯＴ：
Management of Technology）ができる人材の育成が必要。

○米国の大学・大学院では、既に２００を数えるＭＯＴコースが設置され、年間１万人規模のＭ
ＯＴ人材を輩出していると想定されるが、我が国では、平成１５年度数百人程度と不十分と言
わざるを得ない状況。

（図３－８）　技 術 経 営 （ Ｍ Ｏ Ｔ ）人 材 の必 要 性

米国大学／大学院のＭＯＴプログラム数
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1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 設立年度

 159 (1994)

(from Kocaoglu, 1994)

 Engineering Management 34
 Management of Technology 20
 Master of Engineering Management 13
 Technology management 7
 Industrial management 7
 System Engineering 4

プログラム数
（累計）

■オペレーション・マネジメント ●オペレーションとプロダクション、サプライに対する理論と実践　　　                     等

●技術獲得・戦略的提携戦略論（含：アライアンス、Ｍ＆Ａ） 

●イノベーションプロセス論 

●知識経営論 

●知的財産権活用戦略論 

●プロジェクト・マネジメント

●企業間/組織間技術移転論（理論と実践、ワークプロセス等） 　　　　　  　　　　 　等

■テクノロジー・マーケティング ●技術革新実現のためのマーケティング、グローバルテクノロジーマーケティング　    　　等 

■技術経営財務・会計論 ●ファイナンシング、会計論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　等

●技術経営リーダーシップ論 

●技術人事モティベーション管理・行動学（含：行動科学） 

●意思決定論 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

●技術開発プロジェクトの事業化戦略論（含：　コンセプト、デザイニング）

●技術予測・評価手法論（含：フレームワーク、コアコンピタンスとフォーカシング、統計論 ） 

●グローバルな視点に基づく技術経営国際戦略論

●技術経営概論（含：技術開発倫理、ネゴシエーション、コミュニケーション）　　　　　　等

■技術経営組織論

■技術経営戦略論・概論 

■テクノロジー・プロセス
                   ・マネジメント

　Ｒ＆Ｄの展開容易性
NIST（米商務省標準技術院）発表資料 技術経営プログラム例

（図３－９） 我が国の初等教育におけるサービス産業の位置づけ

我が国経済では、サービス産業の比率が圧倒的に大きいにも関わらず、初
等教育においては、いまだに農林水産業、工業を中心として産業構造が捉
えられており、サービス産業の現状や課題について詳細に学ぶ機会は提供
されていない。

農林水産業 工業 サービス産業

ページ数 ６ ６ ２

主要項目 米 、 野 菜 、 果
物、林業、水産
業

太平洋ベルト、
地方の工業、地
場産業

商業、観光産業
と テ ー マ パ ー
ク、リゾート

地域 日本各地の農作
物

日本各地の伝統
的工芸品

なし

コラム 南九州の畜産
（１ページ）

日本の公害と地
域（１ページ）

沖縄県の第三次
産業（1/3 ペー
ジ）

課題 自給率 産業の空洞化 リゾート開発の
環境破壊

（「中学社会　地理」教育出版）

○中学教科書における各産業の記述の例
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（図３－１０）　サービス産業における国際化の現状

我が国企業の国際展開のうち、サービス業の占める比率は低水準に止
まっている。我が国への対内直投は低水準ではあるものの、徐々に増
加しつつはある。

［日本からの対外直接投資］ ［海外からの対内直接投資］

出所：財務省　「対外及び対内直接投資実績」
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（図４－１）　米国におけるアウトソーシングを通じたサービス活用とサービス産業の発展

出所： International Data Corporation (1996)

［地域別アウトソーシング市場規模］ ［米国における産業別アウトソーシング利用実態］
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世界のアウトソーシング市場は約1,200億
ドル。米国市場は日本の約6倍。

米国ではビジネス支援サービス業の拡大が解雇
されたホワイトカラーの受け皿として機能。

米国においては特に製造業、金融・保険業
における利用が多い。

米国

日本

○アウトソーシングの拡大もあって、米国におけるビジネス支援サービス業の市場規模は、92
　年から98年までの7年間でほぼ倍増。こうした動きが90年代以降、多くのベンチャー企業を生
　み出す契機となると同時に、正規労働以外の多様な就労形態が大きな広がりを見せることに
　なった要因のひとつ。

○こうして見ると、90年代における米国の雇用構造の変化は、柔軟な雇用システムを背景とし
　て、「製造業の競争力強化対策がサービス業の発展をもたらす一方で、サービス業の発展が
　製造業の更なる強化をもたらす」という相互依存関係の深化の結果もたらされたと見ることも
　可能。
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（図４－２）進まない日本企業の間接コストの削減

○我が国企業のアウトソーシングへの取り組みを見ると、依然として、間接部門のコストを企業
  内部に抱え込むのが一般的。

○製造コストの削減には注意が向くものの、間接コストを当然必要経費と見なしがちな経営者が
　多いことに加えて、終身雇用慣行とそれを前提とした年金・退職金制度の存在が障害となって、
　間接部門の合理化、不採算部門からの撤退、コア業務への集中が遅々として進まない状況を
　作り出しているのが現状。

出所：労働省「アウトソーシング等業務委託の実態と労働面への影響に関する調査」

［アウトソーシングを行った企業の効果に対する評価］

専門知識・技術・人材の補充

人件費の削減

業務量の変動に対する
弾力的な対応

雇用管理の負担の解消
人件費以外の業務処理
コストの削減

経営資源人材の主たる
業務への集中
結果として売上高が増加

品質顧客サービスが向上

子会社・関連会社の育成

その他

65

67

69

71

73

75

90 91 92 93 94 95 96 97 98

（％）

年

日本

米国

［日米の労働分配率の推移比較］

出所：経済企画庁「日本経済の現況（2000）」、経済企画庁「国民経済計算」、
　　　 日本銀行「国際比較統計」等をもとに経済産業省作成

クライアントＡ社が、給与計算代行業Ｂ社
に、給与計算作業をアウトソースした場合

（図４－３）アウトソーシング活用による経済効率化

アウトソースの活用により、企業はコスト削減が可能となることに加え、高度
な専門知識の利用、固定費の変動費化、コア業務への経営資源の集中等により
国際競争力を強化することが可能となる。高質なアウトソーシング市場が創出
されることで、経済全体の生産性が向上することが期待される。

※算出根拠：給与計算代行アウトソーシングのコスト削減効果試算

○　内製化の場合：413,607円　　　　　　　　アウトソーシングの場合：217,568円

　（従業員100人、給与計算専任社員１人の企業を想定して試算）

出所：「アウトソーシングのコスト削減効果分析調査報告書」富士通総研（平成９年度通商産業省委託調査）

内製化

した際

の費用:

41万円※
支払価格:

22万円※

コスト

削減：

19万円※

作業費用

20万円*

利益2万円*

クライアントA
社

クライアントA
社

給与計算代行
企業　B社

［メリット：A社］

・浮いたコストをコア業務に転
用

・固定費の変動費化

・高度専門知識の利用・・・

⇒　競争力が向上する

［メリット：B社］

・発生した利益を得意分野へ投資

⇒　さらに作業効率が上昇

⇒　受注増加でスケールメリットが
働き、さらにコスト削減・・・

◎コスト削減の要因※

　・スケールメリット（規模の
利益）

　・業務の標準化、システム化

　・契約社員、パートの活用

［給与計算代行アウトソーシングのケース］

（売上22万円）

*給与計算代行企業の利益率を10％と仮定

相乗効果

［メリット：ｱｳﾄｿｰｽ市
場］

・利益を狙った新規参
入・・・

⇒　アウトソース市場が成長

⇒　さらなる高度なサービス
の提供・・・

［メリット：産業全体］

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞが普及

⇒産業全体の生産性が
向上

相乗効果

［メリット：経済全体］

高付加価値経済の実現
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（図４－４）　若年失業率の増加とＯＪＴ機会の喪失

不況の長期化により、若年失業率とフリーターが急激に増加している。このことに
より、若者がＯＪＴ等を通じて職業能力を高める機会が失われ、景気回復後も格差
の拡大等の中長期的な経済的、社会的問題につながることが懸念される。

［年齢階層別完全失業率推移］ ［フリーター ※数推移 ］

出所：総務省　労働力調査

※フリーターの定義

年齢が１５～３４歳で、（１）現在就業している者について勤め先における呼称が「アルバイト」又は「パート」である雇用者で、男性につ
いて　は継続就業年数が１～５年未満の者、女性については未婚で仕事を主にしている者（２）現在無業者の者については家事も通学
もしておらず「アルバイト・パート」の仕事を希望する者。
（原資料）
１９９２年、１９９７年：総務省統計局「就業構造基本調査」
２０００年：総務省統計局「労働力調査特別調査」　　　　　　を基に特別集計。

出所：厚生労働省「キャリア形成を支援する労働市場

　　　政策研究会」報告書

正社員になろうとした時に感じた障害
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若年失業者では、「技能・技術が求人要件に会わ
ない」者の数及び比率が高い。

約49%のフリーターが、経験や資格の不足が正社
員への障害になると回答。
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29 33

14 11 13 1

6
7

1 1 1

0

8
11

2 1

0

7
6

6 5

2

5
5

10 24
31

5

5
10

6
4
2

0

11

15

6 5
4

1
8
7

0

20

40

60

80

　15～24歳 　25～34歳 　35～44歳 　45～54歳 　55～64歳 　65歳以上
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その他

賃金・給料が希望とあわ
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求人の年齢と自分の年
齢とがあわない

条件にこだわらないが仕
事がない

勤務時間・休日などが希
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自分の技術や技能が求
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希望する種類・内容の仕
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（出典　総務省「労働力特別調査」２００１年８月版）

49%
46%

（図４－５）職業訓練機会の重要性

「経験や資格の不足」が若年失業者、フリーターの求職上の大きな障害
となっており、不足を埋める職業訓練の機会が不可欠となっている。
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（図４－６）　コンテンツ産業の経済波及効果

ゲームソフト
（売上930億円）

ゲーム機
（売上増1,000億円）

テレビアニメ
（4-12歳児平均視聴率、

.概ね40％以上）

カードゲーム
（売上1,200億円）

ゲーム攻略本
（売上154億円）

玩具

ポケモンジェット
（売上3億円）

映画
（興行収入220億円）

VTR/DVD
（売上30億円）

漫画雑誌
ｺﾛｺﾛｺﾐｯｸ
（売上増82億円）

漫画単行本

ポケモン関連商品
4,000ｱｲﾃﾑ
7,000億円

食品

教育用品、
文房具

子供用衣料
用品

・・・

国内の直接効果：1兆円

１次・２次波及効果を加算

［ポケモンの海外進出］
・テレビアニメ：　68カ国、25言語で放映

・映画：　海外興行収入2億8400万米ドル

・ｹﾞー ﾑボーイ：　世界を含めると１億台出荷

・カードｹ゙ ﾑー：世界を含めると130億枚出荷

・関連商品、海外30,000アイテム、ライセンシー500社・・・

波及効果合計：2兆3千億円
更に

人気ゲームのポケットモンスターはテレビアニメ、キャラクター商品等の需要に拡大し、海外で
も高い人気を得た。その経済波及効果は２兆円を超えるものと試算される。 （野村総研試算）

映画、ドラマ等の舞台、ロケ地として露出されることにより、観光イメー
ジが向上するという相乗効果が生まれる。
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○映画「ラブレター」放映と小樽の観光人数の変化
韓国で「ラブレター」上映（1999年6月）

観光客が1年で3００万人急増した

（図４－７）　コンテンツ産業の観光への波及効果
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